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【スタッフサービス・メディカル】 

「介護職員初任者研修」資格取得金額の全額負担をスタート 

～ 未経験・無資格者の雇用を創出し、人手不足が深刻化する介護業界の一助に ～ 

2018年8月 

 介護・看護・医療事務の人材派遣・紹介事業をおこなう（株式会社スタッフサービス メディカル事業本部、本社：東

京都千代田区、代表取締役社長：阪本 耕治、以下「当社」）は、「介護職員初任者研修」の資格取得金額の全額

負担をおこないます。 

【本サービスのポイント】 

●「介護職員初任者研修」の資格取得にあたる金額をスタッフサービス・メディカルが全額補助。 

●介護業界の人手不足の一助となるべく、未経験・無資格者の就業を後押し。 

●1年間で資格取得者500名を目指し、新たな雇用を創出。 

 これまで、当社では就業中に介護職員初任者研修資格を取得された方に、5万円のお祝い金を支給していましたが、 

サービスを拡充し、当社で就業を予定している方、もしくは就業中で資格未取得の方に資格取得金額を全額負担※しま

す。さらに資格取得希望者に対しては、提携先スクールを紹介するなど、未経験・無資格者や異業種から介護職を目指

す方が、より資格取得に挑戦しやすい仕組みを整えました。 

 当サービススタートにより、今年度中に「介護職員初任者研修」の資格取得者500名を目指し、若年層や、主婦層、

中高年層にも拡大させていきたいと考えます。 

 スタッフサービス・メディカルは、今後も介護業界における人材不足解消のために積極的に取り組んでいきます。 

 

※「介護職員初任者研修」資格取得金額の全額負担の条件について 

対象者       ：当社で就業を予定している方、もしくは就業中で資格未取得者 ※当社規定あり 

負担金額    ：全額 

サービス開始 ：2018年４月～ 

その他        ：当社の提携先スクールでの受講のほか、提携先スクール外で受講した費用も全額負担します。 

【参考】スタッフサービス・メディカル概要 

全国72拠点を構え、業界トップクラスの12.5万人を超える幅広い職歴・スキルを持った人材が当社に登録。 

介護・看護・医療の分野で働きたい人と働く機会を最も多くつなぎ続け、業界の従事者を増やしていくことを目指します。 
 

事業内容    ：介護・看護・医療分野における人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介 

有効登録数 ：127,366人 

取引先件数 ：1,996件 

                                     ※2018年3月時点 
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【報道関係者様 お問い合わせ先】 
株式会社スタッフサービス・ホールディングス 広報部 野崎、長谷川 

TEL：０３－５２０９－７１７７ 

本  部       ：東京都千代田区神田練塀町85 JEBL秋葉原スクエア 
事業内容     ：人材派遣（事務職、技術者、ITエンジニア、介護・看護・医療事務）、紹介予定派遣、人材紹介、業務請負 
売上高     ：2,781億円 
有効登録者数 ：約115万人 
取引先件数    ：46,489件 
就業者数       ：76,832人                                               ※2018年3月時点 

参考 

■スタッフサービスグループ 

 内閣府の「平成29年版高齢社会白書」によると、我が国の65歳以上の高齢者人口は、2016年に27.3％に達して

おり、2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる「2025年問題」が控えています。また、 2025年には高

齢者人口が3,677万人に達し、約3.3人に1人が65歳以上、約5.6人に1人が75歳以上となる超高齢社会が到来し

ます。一方で介護する側に目を向けると、介護人材の人手不足の深刻化は加速しています。現在でも「介護離職」、「介

護難民」、「特別養護老人ホームの待機者問題」などの問題が叫ばれており、すでに人材の供給に大きな不安を抱え、

社会全体の課題となっています。厚生労働省が発表した、第７期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基

づき、都道府県が推計した介護人材の需要によると、2020年度末には約216万人、2025年度末には約245万人が

必要とされ、2020年度末までに約26万人、2025年度末までに約55万人、年間6万人程度の介護人材を確保する

必要があるといわれています。 

出典：内閣府 
平成29年版高齢社会白書「高齢者の推移と将来推計」 

参考資料 

出典：厚生労働省 
第７期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について 


